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本庁舎整備基本構想（案）パブコメ 委員募集

事業仕分けを実施するため、仕分け
委員として出席し、事務事業を評価い
ただける人を募集します。
【募集人数】４人以内
【応募資格】次のすべてに該当すること
・市内に居住している人で、年齢が18歳以上（平
成22年４月１日現在）の人
・国・地方公共団体の議員又は公務員でない人
・行政運営に関心があり、事業仕分けの趣旨を理
解いただける人
・事前の研修会(7月30日(金)予定)に出席できる人

介護保険事業計画の策定や長寿社会対策の推進などにあたり、市民のみなさんの意見をお聞きするため、
「長浜市高齢者保健福祉審議会」の公募委員を募集します。※応募多数の場合は、意見等を審査し決定します。
【募集対象】１号被保険者（65歳以上）：１人　　２号被保険者（40歳～64歳）：１～２人
【応募資格】・介護保険給付の仕組みや財政、地域での取り組み等への提言や意見をお持ちの人で、今年８

月から平成25年３月末まで活動できる市内にお住まいの人
・平日午後の会議に出席できる人（年間３～６日）

【応募方法】持参、郵便又はＥメールで住所、氏名、年齢、電話番号、意見を記入のうえ、応募ください。
【募集期限】７月15日（木）当日消印有効　　※応募用紙は任意
【応募先・問合せ先】〒526-0031長浜市八幡東町632番地　健康福祉部高齢福祉介護課(7６５―７７８
９、FAX６４―１４３７、Ｅメール　kourei-kaigo@city.nagahama.lg.jp)

長浜市のもっとも基本的な方針である「長浜市基本構想」について、新しい長浜市づくりに向け策定す
るため、審議会や懇話会で意見を述べ、長浜市の将来を共に考えていただける市民委員を募集します。「新
長浜市づくり」の第一歩を、一緒に踏み出してみませんか。

【応募資格】年齢が18歳以上（平成22年４月１日現在）の市内にお住まいの人で、まちづくりに関心が高
く、広い視野から意見を述べられる人（国・地方公共団体の議員と公務員は除く）

【応募方法】持参、郵便、ＦＡＸ、Ｅメールのいずれかで応募用紙を提出ください。（住所、氏名、性別、
年齢、電話番号を明記の上、応募の動機、地域での活動やまちづくりについての意見を記載）

【募集期限】７月31日（土）当日消印有効　※募集締切り後、公募委員選考会を開き、最終的に委員を決定します。
【応募先・問合せ先】〒526-8501長浜市高田町12番34号　企画部新市政推進戦略課(7６５―６５０５、
FAX６３―４１１１、Ｅメール　senryaku@city.nagahama.lg.jp)

公共施設の管理運営を行う指定管理者の候補を
選定するため、選定委員会の委員として出席して
いただける人を募集します。
【募集人数】２人以内
【応募資格】次のすべてに該当すること
・市内に居住している人で、年齢が18歳以上（平
成22年４月１日現在）の人
・国・地方公共団体の議員又は公務員でない人
・平日の日中に開催される委員会に出席できる人
（４回程度）

「事業仕分け」の仕分け委員募集

「高齢者保健福祉審議会」の審議委員募集

「長浜市基本構想」の市民委員募集

「指定管理者選定委員会」の選定委員募集

【応募方法】所定の応募用紙に必要事項を記入し、持参、郵便、FAX又はEメールで応募してください。

【募集期限】７月15日（木）当日消印有効　※委員は、応募用紙をもとに審査し決定します。
【応募先・問合せ先】〒526-8501長浜市高田町１２番３４号　総務部行政経営改革課(7６５―６７０２、

FAX６３―４１１１、Eメール　gyoukaku@city.nagahama.lg.jp)

８月28日
（土）開催

※応募用紙は、市ホームページ又は行政経営改革課（本館２F）で配布します。

※応募用紙は、市ホームページ又は市役所案内受付　
（本館１F）で配布します。

○総合計画審議会
市長からの諮問に対して議論し、別に設けられる市
民懇話会からの意見を参考にして基本構想の見直し
案をまとめ、市長に答申していただきます。
【任　期】平成22年８月から２年間
【開催日】今年度４回程度（平日開催予定）
【募集人数】４人以内
【報　酬】会議１回あたり4,400円

○市民懇話会
政策分野ごとに、めざすべき方向性や具体的な施策
について意見交換をしながら話し合い、市民意見と
してまとめていただきます。
【任　期】平成22年８月から平成23年３月31日まで
【開催日】全５回程度（平日の夜間に開催予定）
【募集人数】８人以内
【報　酬】会議１回あたり4,400円

市では老朽化し、耐震性能がない市庁舎を早急に改善するため、市民代表、学識経験者などで構成
する建設検討委員会の意見や庁内議論、市議会への報告などを積み重ねてきました。
今回の庁舎の整備にあたっては、現在の厳しい財政状況を踏まえ、今後の施策に影響を及ぼさず、

国からの支援が受けられ、災害等の危険からの早期に解消を図るため、事業期間が極力短い事業とし
なければならないと考え、今までの議論となっている視点を見直し、ゼロからの庁舎建設から現有資
産の有効活用を図る庁舎整備を行うことにしました。
このような考えを基本として、検討委員会からの報告も十分鑑み、『現有庁舎敷地（東別館敷地）に

現有庁舎を活用した庁舎整備をすること』で市議会のご議決を得ました。
このことを受け、市では今般、効率的な市民サービスを提供し、市民の利便性が図れる庁舎とする

ことなどを具現化するため「本庁舎整備基本構想（案）」として今までの議論をまとめました。
この基本構想（案）について市民の皆さんからの意見を募集します。
詳しくは下記のとおりです。

【本庁舎整備基本構想（案）】
（構成）
・新庁舎整備の必要性
・基本理念
・基本方針
・導入する機能
・建設計画
・事業推進に向けた課題

【閲覧場所】
市役所新庁舎建設推進室（東別館４階）
市政情報コーナー（本館１階、８支所）
もしくは、市のホームページからダウンロード

【意見の提出方法】
任意の様式に住所、氏名を記入して、持参、郵便、ＦＡＸ又はＥメールにより下記までお寄せくだ

さい。
（書面での提出とします。）

【意見募集期間】
平成22年７月６日（火）から平成22年７月30日（金）まで
（郵便の場合は、７月30日（金）消印有効、それ以外は執務時間必着とします。）

【提出先・問合せ先】
〒５２６－００３１　長浜市八幡東町６３２番地　　長浜市役所東別館　４階　新庁舎建設推進室
7６５－６９０７、FAX６５－６７６０、Eメール　chousha@city.nagahama.lg.jp

「簡素にして機能的で
ぬくもりと親しみを感じられる庁舎に!」
～「本庁舎整備基本構想（案）」に対するご意見を募集します～


